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１ 情報公開制度のあらまし 

 

  情報公開制度の意義と目的 

   奈良市では、平成１０年４月１日から施行していました奈良市情報公開条例を平成１９年１２

月に全部改正し、「知る権利」と「説明責任」を目的規定に明記した、新しい奈良市情報公開条例

（平成１９年奈良市条例第４５号）を平成２０年４月１日から施行しています。新条例では条例

第１条で、「この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、行政文書の開示

を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めるこ

とにより、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市の諸活動を市民に説明する責務を全

うし、市政に対する市民の信頼を確保し、公正で開かれた市政を推進することを目的とする。」と

定め、その目的を明らかにしています。なお、奈良市では平成２４年３月に奈良市情報公開条例

の一部改正を行い、権利の濫用条項を加え、また実施機関に議会を追加し、平成２４年４月１日

から施行しています。 

   情報公開制度は、統計書、報告書、計画書、手引書その他市政に関する刊行物や市民生活に関

係が深い情報を自主的・能動的に提供する情報提供制度と、みなさんの求めに応じて行政文書を

開示する行政文書開示制度からなっています。 

   奈良市では、市のホームページやしみんだよりでの公表のほか行政資料コーナーでの行政資料

の提供や「行政資料一覧表及び法令等の規定による閲覧等」等により、各課が保有している情報

についての案内に努めています。また、行政文書開示制度は、奈良市が保有している行政文書を

みなさんの求めに応じて、原則開示の視点から、開示するかどうかの判断を行い、積極的な開示

を行っています。 

 

２ 行政文書開示制度の概要   

 

 ⑴ 行政文書開示制度を実施する機関 【条例第２条第１号】 

   行政文書開示制度を実施する機関（以下「実施機関」という。）は、市長、公営企業管理者、消

防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委

員会及び議会です。 

 ⑵ 開示の対象となる行政文書 【条例第２条第２号、附則第２項】 

   平成１０年４月１日以後に当該実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書等で、当該

実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものが対象になりま

す。また、行政文書の記録媒体の範囲は、文書、図画、フィルム及び電磁的記録です。 

 ⑶ 開示請求 【条例第５条】 

   どなたでも、実施機関に対し、行政文書の開示を請求することができます。 

 ⑷ 開示請求の方法 【条例第６条】 

   行政文書の開示を請求しようとする方は、実施機関に対し、開示請求書を総合窓口（市役所北

棟５階総務課内）に提出していただくことが必要です。 
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 ⑸ 開示請求に対する決定及び方法 【条例第１１条、第１２条、第１３条、第１５条】 

   開示、不開示等の決定（以下「開示決定等」という。）は、開示請求があった日から起算して１

５日以内に決定し、通知します。なお、１５日以内に決定できないやむを得ない理由があるとき

は、その期間を延長することがあります。また、行政文書を開示する場合は、やむを得ない理由

があるときを除き、原則として原本を見ていただきます。 

 ⑹ 不開示情報 【条例第７条各号】 

   開示請求のあった行政文書は、原則として開示されますが、その例外として、次に掲げる情報

の部分は開示することができません。 

  (ｱ) 法令秘に関する情報 【条例第７条第１号】 

  (ｲ) 個人に関する情報 【条例第７条第２号】 

  (ｳ) 法人等に関する情報 【条例第７条第３号】 

  (ｴ) 公共の安全等に関する情報 【条例第７条第４号】 

  (ｵ) 審議、検討又は協議に関する情報 【条例第７条第５号】 

  (ｶ) 事務事業に関する情報 【条例第７条第６号】 

 ⑺ 不服申立て 【行政不服審査法、条例第３章各条】 

   開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服があるときは、審査庁に対して審査請求が

できます。開示決定等を行った実施機関とは異なる部署が審査庁となり、第三者で構成する奈良

市情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して、裁決を行うこととなります。 

 ⑻ 奈良市情報公開審査会 【条例第２１条】 

   審査請求があった場合に、審査庁の諮問に応じて調査審議を行うほか、その他情報公開に関す

る重要事項について、調査審議し、及び建議するため、奈良市情報公開審査会を設置しています。 

 ⑼ 会議の公開 【条例第２９条】 

   市に設置する附属機関及びこれに類する機関の会議は、個人に関する情報などを審議する場合

等以外は、原則として公開します。 

⑽ 指定管理者の情報公開 【条例第３１条】 

   指定管理者の情報公開について、必要な措置を講じるよう指導するとともに、実施機関が保有

していない公の施設の文書等については、当該公の施設を管理している指定管理者にその文書

等（平成２０年４月１日以後に作成等したもの）の提出を求めるものとします。 

⑾ 適用外行政文書の任意開示 【附則第６項】 

   条例では、平成１０年４月１日以降に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した行政文書

が対象となりますが、平成１０年３月３１日以前の行政文書については、可能な限り開示に応じ

るよう努めています。 
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３ 情報公開制度の運用状況（令和 4年 3月 31日現在） 

 

⑴ 利用の状況 

                                       （単位：人） 

年 度 
開示制度 

合 計 
開示請求 任意開示の申出 

平成２９年度 １７８ １１ １８９ 

平成３０年度 １４６ １８ １６４ 

令和元年度 １７５ ４ １７９ 

令和２年度 ２２８ ５ ２３３ 

令和３年度 ２０６ １ ２０７ 

 

 

⑵ 開示請求等の処理状況     

                                       （単位：件） 

区 分 開 示 部分開示 不開示 拒 否 
却下 

不存在 
取 下 げ 等 合 計 

令

和

元

年

度 

請 求 ２７ ９９ ６ ５ １３ ２５ １７５ 

申 出 ３ １ ０ ０ ０ ０ ４ 

計 ３０ １００ ６ ５ １３ ２５ １７９ 

令

和

2

年

度 

請 求 ２７ １０１ ０ １５ ３１ ５４ ２２８ 

申 出 ０ ４ ０ ０ １ ０ ５ 

計 ２７ １０３ ０ １０ ３２ ６１ ２３３ 

令

和

3

年

度 

請 求 ２０ ９０ ４ ８ ２６ ５９ ２０７ 

申 出 ０ １ ０ ０ ０ ０ １ 

計 ２０ ９１ ４ ８ ２６ ５９ ２０８ 

備考 ・令和３年度の「取下げ等」には令和４年４月１日時点で未処理の分を含みます。 

     ・１件の請求につき、複数の決定となるなどにより、請求件数と決定件数は必ずしも一致

しない場合があります。 
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⑶ 令和３年度実施機関別の処理状況 

                               （単位：件） 

実施機関 
処 理 状 況 

取下げ等 合計 
開示 部分開示 不開示 拒否 不存在 却下 

市 長 ９ ６４ ４ ８ ２１ ０ ４２ １４８ 

公営企業管理者 ８ ９ ０ ０ ２ １ ４ ２４ 

消 防 長 ０ ５ ０ ０ ０ ０ ７ １２ 

教 育 委 員 会 ０ ６ ０ ０ ２ ０ ６ １４ 

選挙管理委員会 １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ 

公 平 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

監 査 委 員 １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ２ 

農 業 委 員 会 ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ２ 

固定資産評価審査委員会  ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

議 会 １ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ４ 

計 ２０ ９０ ４ ８ ２５ １ ５９ ２０７ 

備考 「取下げ等」には令和４年４月１日時点で未処理の分を含みます。 

 

 

⑷ 任意開示の申出 

                         （単位：件） 

実施機関 
処 理 状 況 取下げ等 

未処理含む 
合計 

開示 部分開示 不開示 拒否 不存在 却下 

市 長 ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ １ 

 

  



- 6 - 

 

⑸ 請求等の内容の種類別件数          

                                      （単位：件） 

 内容の種類 令和２年度 令和３年度 

１ 公金支出 ８ ７ 

２ 契約・入札・工事関係 ５９ ５０ 

３ 医  療 ４ ８ 

４ 生活環境 １３ ２５ 

５ 許 認 可 １２ ９ 

６ 都市計画 ２５ １０ 

７ 社会福祉 ７ ３ 

８ 教  育 ９ ７ 

９ 農林・商工 １ ３ 

10 安  全 ７ １０ 

11 服  務 ２７ １７ 

12 そ の 他 ６１ ５８ 

         計         ２３３ ２０７ 

 

 

 

 

⑹ 不服申立ての状況 

                                       （単位：件） 

年 度 
新規 

件数 

処理状況 

却下 棄却 
一部 

認容 
認容 取下げ 未処理 

令和元年度 ８ ０ ４ １ ３ ０ ０ 

令和２年度 ３１ ４ ８ ６ ０ １ １２ 

令和３年度 ２２ １ ０ ０ ０ ０ ２１ 
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⑺ 奈良市情報公開審査会の開催状況 

 

審査会 開 催 日 審 議 内 容 

第 1回 令和 3年 4月 28日 

諮問行文第０２－３号事案に関する審議 

諮問行文第０２－４号事案に関する審議 

諮問行文第０２－１０号事案に関する審議 

諮問行文第０２－１１号事案に関する審議 

諮問行文第０２－１４号事案に関する答申案のとりまとめ 

第 2回 令和 3年 5月 24日 
諮問行文第０２－１３号事案に関する審議 

諮問行文第０２－１５号事案に関する審議 

第 3回 令和 3年 6月 18日 

諮問行文第０２－３号事案に関する審議 

諮問行文第０２－４号事案に関する審議 

諮問行文第０２－１０号事案に関する答申案のとりまとめ 

諮問行文第０２－１１号事案に関する答申案のとりまとめ 

諮問行文第０２－１３号事案に関する審議 

諮問行文第０２－１５号事案に関する審議 

第 4回 令和 3年 7月 16日 

諮問行文第０２－３号事案に関する審議 

諮問行文第０２－４号事案に関する審議 

諮問行文第０２－１３号事案に関する審議 

諮問行文第０２－１５号事案に関する答申案のとりまとめ 

第 5回 令和 3年 8月 2日 

諮問行文第０２－３号事案に関する審議 

諮問行文第０２－４号事案に関する答申案のとりまとめ 

諮問行文第０２－１６号事案に関する審議 

第 6回 令和 3年 8月 25日 

諮問行文第０２－３号事案に関する審議 

諮問行文第０２－１３号事案に関する答申案のとりまとめ 

諮問行文第０２－１６号事案に関する審議 

第 7回 令和 3年 9月 10日 
諮問行文第０２－３号事案に関する審議 

諮問行文第０２－１６号事案に関する審議 

第 8回 令和 3年 10月 25日 
諮問行文第０２－３号事案に関する審議 

諮問行文第０２－１６号事案に関する審 

第 9回 令和 3年 11月 26日 
諮問行文第０２－３号事案に関する審議 

諮問行文第０２－１６号事案に関する審議 

第 10回 令和 3年 12月 17日 
諮問行文第０２－３号事案に関する答申案のとりまとめ 

諮問行文第０２－１６号事案に関する審議 

第 11回 令和 4年 1月 26日 諮問行文第０２－１６号事案に関する審議 

第 12回 開催を中止しました。 

第 13回 令和 4年 3月 22日 諮問行文第０２－１６号事案に関する審議 
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⑻ 奈良市情報公開審査会委員名簿 

 

氏    名  役  職  名 （当時） 備 考 

石 黒 良 彦 弁 護 士  

上 田 健 介 近畿大学法学部教授  

杵 崎 のり子 奈良学園大学教授 職務代理者 

戸 城 杏 奈 弁 護 士 会   長 

浜 口 廣 久 弁 護 士  
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【個 人 情 報 保 護 制 度】 
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１ 個人情報保護制度のあらまし 

 

 個人情報保護制度の意義と目的  

市では、市民のみなさんの個人情報をさまざまな形で保有しています。情報化の進展によって、

これらの情報を短時間で大量に処理することができるようになり、市民サービスの向上に役立っ

ている反面、その取扱いによってはプライバシーなど個人の権利や利益を侵害するおそれもあり

ます。 

そこで、市民のみなさんの個人情報をこれまで以上に保護するためのルールとして、本市では、

平成１４年に奈良市個人情報保護条例を施行し、個人情報の保護を図ってきました。そして、そ

の間に、情報通信技術の発展と、個人情報の保護に関する法律等が施行され、個人情報に対する

関心がますます高まってきました。こうした中、奈良市個人情報保護条例を平成２１年１２月に

全部改正し、新しい奈良市個人情報保護条例（平成２１年奈良市条例第５１号）を平成２２年４

月１日から施行しています。また、本市では平成２４年１２月に奈良市個人情報保護条例の一部

改正を行い、実施機関に議会を追加し、平成２５年４月１日から施行しています。 

この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し基本的な事項を定めるとともに、実施機関が保有

する個人情報の開示、訂正、利用停止を請求する権利を明らかにすることにより、市政の適正か

つ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。 

 

２ 個人情報保護制度の概要 

 

 ⑴ 個人情報とその保護  

  ア 個人情報保護制度を実施する機関 【条例第２条第１号】 

    個人情報保護制度を実施する機関（以下「実施機関」という。）は、市長、公営企業管理者、

消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価

審査委員会及び議会です。 

  イ 対象となる個人情報 【条例第２条第２号】 

    この条例では、個人情報の範囲を、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれ

る氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」をいいます。

これは、死者が自己情報の開示請求等の権利を行使し得ないことなどから、「生存する個人」に

限定していますが、死者に関する情報についても、生存する者と同様に適切に取り扱う必要が

あります。 

    また、この条例の対象となる個人情報は、「市が保有している個人情報」（保有個人情報）に

なります。保有個人情報は、「実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、

当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの」をい

います。ただし、この保有個人情報は、行政文書（文書、図画、フィルム及び電磁的記録）に

記録されたものに限られます。したがって、職員の個人的な備忘的なメモ等に記録されている

個人情報は、保有個人情報に当たりません。 
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    なお、民間事業者が保有している個人情報については、個人情報の保護に関する法律（平成

１５年法律第５７号）によって、国が保有している個人情報については行政機関の保有する個

人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５８号）によって、その保護が図られています。 

  ウ 個人情報ファイル 【条例第２条第４号】 

    保有個人情報を含む情報の集合物であって、電子計算機処理ファイル（特定の保有個人情報

を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの）とマニュアル処理

ファイル（電子計算機による処理は行わないが、氏名、生年月日その他の記述等により特定

の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの）とに区分され、

この個人情報ファイルは、一定の条件を満たすものについて、そのファイルにどのような個人

情報が記録されているのかを個人情報ファイル簿に登録して、一般に公表するものとします。 

  エ 実施機関、事業者及び市民の責務 【条例第３条、第４条、第５条】 

    実施機関と事業者、市民には、それぞれに個人情報の保護に関する責務規定が設けられてい

ます。 

 ⑵ 実施機関が取り扱う個人情報の保護   

  ア 個人情報の取扱い 

  (ｱ) 収集の制限 【条例第６条】 

    実施機関は、個人情報を収集するときは、利用目的を明確にし、必要かつ最小限の範囲内で、

原則として本人から収集します。なお、思想、信条及び信教並びに人種、民族、犯罪歴その他

社会的差別の原因となるおそれがあると認められる事項に関する個人情報は、原則として収集

しません。 

  (ｲ) 利用の制限 【条例第７条】 

    実施機関は、当該実施機関内部で利用目的の範囲を超えた保有個人情報の利用を原則として

行いません。 

  (ｳ) 外部提供の制限 【条例第８条】 

    実施機関は、利用目的の範囲を超えた当該実施機関以外のものへの保有個人情報の提供を原

則として行いません。 

  (ｴ) 適正な維持管理 【条例第９条】 

    保有個人情報は、利用目的に必要な範囲内で正確で最新のものに保ち、紛失などの事故防止

のために必要な措置を講じます。また、必要のなくなった個人情報は、速やかに廃棄し、又は

消去します。 

  (ｵ) 電子計算機の結合の制限 【条例第１０条】 

    実施機関は、本市以外のものと電子計算機を結合して保有個人情報の電子計算機処理を原則

として行いません。 

  (ｶ) 委託に伴う措置等 【条例第１１条】 

    実施機関は、個人情報の取扱いを伴う事務の委託をしようとするときは、当該委託契約に、

個人情報の保護のために必要な措置を講じなければなりません。また、指定管理者に公の施設

の管理を行わせようとするときは、当該管理に係る協定に、個人情報の保護のために必要な措

置を講じなければなりません。 
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    受託者と指定管理者には、個人情報の適切な取扱いを確保するための措置を講じる義務があ

り、当該従事者又は従事者であった者は、その事務又は業務に関して知り得た個人情報を正当

な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはなりません。 

  (ｷ) 職員等の義務 【条例第１２条】 

    実施機関の職員又は職員であった者についても、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく

他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはなりません。 

  (ｸ) 個人情報ファイル簿の作成及び公表 【条例第１３条】 

    実施機関は、当該実施機関が保有している個人情報ファイルについて、その名称、利用目的、

記録項目、記録範囲などの事項を記載した個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければなり

ません。なお、専ら試験的な電子計算機処理に使う個人情報ファイルや一定規模以下の個人情

報ファイルについては、除かれます。 

 ⑶ 実施機関が取り扱う個人情報の開示 

  ア 開示請求等 【条例第１４条】 

    どなたでも、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自

己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。ただし、病気、障がいや遠隔

地等により窓口で手続をすることが困難な場合においては、郵送による請求ができます。 

未成年者又は成年被後見人の法廷代理人等が本人に代わって開示の請求をすることもできま

す。  

  イ 開示請求の方法 【条例第１５条】 

    個人情報の開示を請求しようとする方は、実施機関に対し、開示請求書を総合窓口に提出し

ていただくことが必要です。その際、本人を証明する顔写真付の公的証明書の提示をしていた

だくことになります。郵送による開示請求の場合は、これらの文書の写しの添付を求め確認を

行うこととなります。 

    法廷代理人等の方が請求される場合も、法廷代理人等が確認できる証明書等の提示が必要で

す。 

  ウ 開示請求に対する決定及び方法 【条例第２０条、第２１条、第２２条、第２４条】 

    開示、不開示等の決定（以下「開示決定等」という。）は、開示請求があった日から起算して

１５日以内に決定し、通知します。なお、１５日以内に決定できないやむを得ない理由がある

ときは、その期間を延長することがあります。やむを得ない理由があるときを除き、原則とし

て原本を見ていただきます。 

  エ 不開示情報 【条例第１６条各号】  

    開示請求のあった保有個人情報は、原則として開示されますが、開示することにより、開示

請求者以外の個人又は法人等の正当な利益を害したり、公共の安全、行政事務の適正な遂行等

に支障を及ぼすもの等が含まれた保有個人情報は開示をしないことがあります。この不開示情

報は、次のとおりです。 

   (ｱ) 法令秘に関する情報 【条例第１６条第１号】 

   (ｲ) 開示請求者の生命等に関する情報 【条例第１６条第２号】 

   (ｳ) 開示請求者以外の個人に関する情報 【条例第１６条第３号】 
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   (ｴ) 法人等に関する情報 【条例第１６条第４号】 

   (ｵ) 公共の安全等に関する情報 【条例第１６条第５号】 

   (ｶ) 審議、検討又は協議に関する情報 【条例第１６条第６号】 

   (ｷ) 事務事業に関する情報 【条例第１６条第７号】 

   (ｸ) 未成年者等に関する情報 【条例第１６条第８号】 

 ⑷ 実施機関が取り扱う個人情報の訂正 

  ア 訂正請求 【条例第２７条、第２８条】 

    どなたでも、既に開示を受けた、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料

するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、

当該保有個人情報の訂正を請求することができます。個人情報の開示請求と同様に、郵送での

訂正請求もできます。 

  イ 訂正請求に対する措置 【条例第３０条、第３１条、第３２条】 

    訂正、不訂正等の決定（以下「訂正決定等」という）は、訂正請求があった日から起算して

３０日以内に決定し、通知します。なお、３０日以内に決定できないやむを得ない理由がある

ときは、期間を延長することがあります。 

 ⑸ 実施機関が取り扱う個人情報の利用停止 

  ア 利用停止請求 【条例第３４条、第３５号】 

    どなたでも、既に開示を受けた、自己を本人とする保有個人情報が適正に維持管理等されて

いないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施

機関に対し、当該保有個人情報の利用停止を請求することができます。個人情報の開示請求と

同様に、郵送での利用停止請求もできます。 

  イ 利用停止請求に対する措置 【条例第３７条、第３８条、第３９号】 

    利用停止、利用不停止等の決定（以下「利用停止決定等」という。）は、利用停止請求があっ

た日から起算して３０日以内に決定し、通知します。なお、３０日以内に決定できないやむを

得ない理由があるときは、期間を延長することがあります。 

 ⑹ 実施機関が取り扱う個人情報の不服申立て 【行政不服審査法、条例第２章第５節各条】 

    開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止

請求に係る不作為について不服があるときは、実施機関に対して審査請求ができます。開示

決定等を行った実施機関とは異なる部署が審査庁となり、第三者で構成する奈良市個人情報

保護審議会に諮問し、その答申を尊重し、裁決を行うこととなります。 

 ⑺ 奈良市個人情報保護審議会 【条例第４３条】 

    審査請求があった場合に、審査庁の諮問に応じて調査審議を行うほか、その他個人情報の保

護に関する重要事項について、調査審議し、及び建議するため、奈良市個人情報保護審議会を

設置しています。 

 ⑻ 事業者等が取り扱う個人情報の保護 

  ア 事業者の責務 【条例第４条】 

    事業者は、個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう努めると

ともに、市の施策に協力しなければなりません。 
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  イ 事業者が取り扱う個人情報の保護 【条例第５２条】 

    事業者の個人情報の取扱いに関し、実施機関が当該事業者に対し、指導及び助言を行うこと

ができます。 

 ⑼ 出資法人の個人情報の保護 【条例第５３条】 

市が出資する法人等についても、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるように努めなけ

ればなりません。  

出資法人の個人情報の取扱いに関し、実施機関は出資法人に対し、指導に努めるようにします。 

 ⑽ 罰則 【条例第５章各条】 

実施機関の職員又は委託業者等の従業員等が、正当な理由なく個人の秘密に属する事項が記録

された個人情報ファイルを提供したり、その事務又は業務に関して知り得た保有個人情報を自己

若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときなどには、罰則の適用があ

ります。 
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３ 個人情報保護制度の運用状況（令和 4年 3月 31日現在） 

 

⑴ 個人情報・特定個人情報ファイル簿の件数 

 

実 施 機 関 件     数 

市 長 １４９ 

公 営 企 業 管 理 者 ５ 

消 防 長 ７ 

教 育 委 員 会 １４ 

選 挙 管 理 委 員 会 １ 

公 平 委 員 会 ０ 

監 査 委 員 ０ 

農 業 委 員 会 １ 

固定資産評価審査委員会 ０ 

議 会 ０ 

計 １７７ 

 

 

⑵ 開示請求等の処理状況 

（単位：件） 

年 度 

書面による開示請求 口頭による

開示請求件 

数 

処  理  状  況 
合計 

開示 部分開示 不開示 取下げ等 

令和元年度 ２５ ７３ ２ １０ １１０ １，０６５ 

令和２年度 ２７ ６３ ０ ５ ９５ ８２２ 

令和３年度 ７４ ４６ ５ ４３ １６８ ６６９ 

備考 令和３年度の「取下げ等」には令和４年４月１日時点で未処理の分を含みます。 

 

 

（単位：件） 

年 度 

訂  正  請  求 

処  理  状  況 
取下げ 合  計 

訂  正 部分訂正 不 訂 正 

令和元年度 ０ ０ ０ ０ ０ 

令和２年度 ０ ０ １ ０ １ 

令和３年度 ３ １ ０ ０ ４ 
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（単位：件） 

年 度 

利 用 停 止 請 求 

処  理  状  況 
取下げ 合  計 

利用停止 一部利用停止 利用不停止 

令和元年度 ０ ０ ０ ０ ０ 

令和２年度 ０ ０ ０ ０ ０ 

令和３年度 ０ ０ １ ０ １ 

 

⑶ 令和３年度実施機関別の処理状況 

                                       （単位：件） 

実施機関 

書面による開示請求 
口頭による

開示請求数 
処 理 状 況 

合計 
開示 部分開示 不開示 取下げ等 

市 長 ５６ ３８ ３ ３５ １３２ １１１ 

公営企業管理者 １２ ５ ０ ８ ２５ ０ 

消 防 長 ２ ０ ０ ０ ２ ０ 

教 育 委 員 会 ０ ３ ０ ０ ３ ５５８ 

選挙管理委員会 ４ ０ ２ ０ ６ ０ 

公 平 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

監 査 委 員 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

農 業 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

固定資産評価審査委員会  ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

議 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

計 ７４ ４６ ５ ４３ １６８ ６６９ 

備考 「取下げ等」には令和４年４月１日時点で未処理の分を含みます。 

 

（単位：件） 

実施機関 

訂  正  請  求 

処  理  状  況 
取下げ 合  計 

訂  正 部分訂正 不 訂 正 

市 長 １ ０ ０ ０ １ 

公営企業管理者 ２ １ ０ ０ ３ 

計 ３ １ ０ ０ ４ 

 

（単位：件） 

実施機関 

利 用 停 止 請 求 

処  理  状  況 
取下げ 合  計 

利用停止 一部利用停止 利用不停止 

公営企業管理者 ０ ０ １ ０ １ 
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⑷ 請求等の内容の種類別件数 

～書面による開示請求等～ 

                                  （単位：件） 

内容の種類 令和２年度 令和３年度 

住民票の写し又は戸籍謄抄本の発行状況 １４ ３７ 

診療報酬明細書等 ２ １ 

介護等に関する情報 ９ １４ 

消防救急出動に関する情報 １ ２ 

消防火災出動に関する情報 １ ０ 

その他 ６８ １１４ 

合 計 ９５ １６８ 

 

 

⑸ 口頭による開示請求 

                            （単位：件） 

内容の種類 令和２年度 令和３年度 

職員採用試験に関する情報 １０６ ９６ 

学校教員採用候補者選考試験に関する情報 １ １ 

各教科の学習の記録に関する情報 ３２１ ２６３ 

市立一条高等学校入学者選抜に関する情報 ３８６ ２９４ 

奈良市立看護専門学校入学者選考試験 ８ １５ 

合 計 ８２２ ６６９ 

 

 

⑹ 不服申立ての状況 

（単位：件） 

年 度 
新規 

件数 

処理状況 

却下 棄却 
一部 

認容 
認容 取下げ 未処理 

令和元年度 ２ １ １ ０ ０ ０ ０ 

令和２年度 １４ ４ ５ ４ ０ １ ０ 

令和３年度 １９ １ ３ ３ ０ １ １１ 
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⑺ 奈良市個人情報保護審議会の開催状況 

審査会 開 催 日 審 議 内 容 

第 1回 令和 3年 4月 14日 

諮問個情第０２－１２号事案に関する答申案のとりまとめ 

諮問個情第０２－１８号事案に関する審議 

諮問個情第０２－１９号事案に関する審議 

諮問個情第０２－２３号事案に関する審議 

諮問個情第０２－２４号事案に関する審議 

諮問個情第０２－２５号事案に関する審議 

第 2回 令和 3年 5月 12日 

諮問個情第０２－１８号事案に関する審議 

諮問個情第０２－１９号事案に関する審議 

諮問個情第０２－２３号事案に関する審議 

諮問個情第０２－２４号事案に関する審議 

第 3回 令和 3年 6月 9日 

諮問個情第０２－１８号事案に関する答申案のとりまとめ 

諮問個情第０２－１９号事案に関する答申案のとりまとめ 

諮問個情第０２－２３号事案に関する答申案のとりまとめ 

諮問個情第０２－２４号事案に関する答申案のとりまとめ 

諮問個情第０３－１号事案に関する審議 

諮問個情第０３－２号事案に関する審議 

諮問個情第０３－４号事案に関する回答案のとりまとめ 

第 4回 令和 3年 7月 7日 

諮問個情第０３－１号事案に関する答申案のとりまとめ 

諮問個情第０３－２号事案に関する答申案のとりまとめ 

諮問個情第０３－３号事案に関する審議 

諮問個情第０３－５号事案に関する審議 

諮問個情第０３－６号事案に関する審議 

第 5回 令和 3年 8月 5日 

諮問個情第０３－３号事案に関する審議 

諮問個情第０３－５号事案に関する審議 

諮問個情第０３－６号事案に関する審議 

第 6回 令和 3年 9月 9日 

諮問個情第０３－３号事案に関する答申案のとりまとめ 

諮問個情第０３－５号事案に関する答申案のとりまとめ 

諮問個情第０３－６号事案に関する答申案のとりまとめ 

諮問個情第０３－９号事案に関する審議 

第 7回 令和 3年 11月 18日 

諮問個情第０３－９号事案に関する審議 

諮問個情第０３－１０号事案に関する審議 

諮問個情第０３－１３号事案に関する審議 

第 8回 令和 3年 12月 2日  
諮問個情第０３－９号事案に関する審議 

諮問個情第０３－１1号事案に関する審議 

第 9回 令和 3年 12月 28日 

諮問個情第０３－９号事案に関する答申案のとりまとめ 

諮問個情第０３－１０号事案に関する審議 

諮問個情第０３－１２号事案に関する審議 

諮問個情第０３－１３号事案に関する審議 

第 10回 令和 4年 1月 20日 
諮問個情第０３－１０号事案に関する審議 

諮問個情第０３－１１号事案に関する審議 
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諮問個情第０３－１２号事案に関する答申案のとりまとめ 

諮問個情第０３－１３号事案に関する答申案のとりまとめ 

諮問個情第０３－１８号事案に関する審議 

第 11回 開催を中止しました。 

第 12回 令和 4年 3月 23日  

諮問個情第０３－１０号事案に関する答申案のとりまとめ 

諮問個情第０３－１１号事案に関する答申案のとりまとめ 

諮問個情第０３－１４号事案に関する審議 

諮問個情第０３－１８号事案に関する答申案のとりまとめ 

諮問個情第０３－２０号事案に関する答申案のとりまとめ 

 

 

 

 

⑻ 奈良市個人情報保護審議会委員名簿 

 

氏    名  役  職  名 （当時） 備 考 

荒 牧 裕 一 大手前短期大学教授  

石 黒 良 彦 弁 護 士  

杵 崎 のり子 奈良学園大学教授  

佐々木 育 子 弁 護 士 会   長 

浜 口 廣 久 弁 護 士 職務代理者 
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１ 特定個人情報保護制度のあらまし 

 

  特定個人情報保護制度の意義と目的 

   国では、公正・公平な社会の実現と、国民の利便性の向上、行政の効率化を図る為に、平成２

５年５月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（以下

「番号利用法」という。）を制定し、平成２８年１０月から住民票を有するすべての個人に個人番

号を付番することになりました。この個人番号をその内容に含む個人情報を特定個人情報といい

ます。 

   奈良市におきましても、税情報や福祉利用情報などの個人情報を迅速かつ正確に把握し、行政

手続を適正に、かつ迅速に行う為に、番号利用法第２条第１０項に基づく個人番号利用事務を実

施するにあたって、収集した特定個人情報（個人番号をその内容に含む個人情報）を適正に保管

し、利用することで、市民サービスの向上に役立たせております。その反面、取扱いによっては

プライバシーなど個人の権利や利益を侵害するおそれもあります。 

   そこで、市民のみなさんの特定個人情報を保護するためのルールとして、本市では、平成２７

年１０月５日に奈良市特定個人情報保護条例（平成２７年奈良市条例第３０号）を施行し、特定

個人情報の保護を図っています。 

   この条例は、特定個人情報の適正な取扱いに関し基本的な事項を定めるとともに、実施機関が

保有する保有特定個人情報の開示、訂正、利用停止の請求をする権利を明らかにすることにより、

市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、特定個人情報の安全かつ適正な取扱いを図ることを目的

としています。 

 

２ 特定個人情報保護制度の概要 

 

 ⑴ 特定個人情報とその保護 

  ア 特定個人情報保護制度を実施する機関 【条例第２条第１号】 

    特定個人情報保護制度を実施する機関（以下「実施機関」という。）は、市長、公営企業管理

者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評

価審査委員会及び議会です。 

  イ 対象となる特定個人情報 【条例第２条第４号】 

    この条例では、特定個人情報の範囲を、「生存する個人の個人番号を含む個人情報であって、

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる

もの」をいいます。これは、死者が自己情報の開示請求等の権利を行使し得ないことなどから、

「生存する個人」に限定していますが、死者に関する情報についても、生存する者と同様に適

切に取り扱う必要があります。 

    また、この条例の対象となる特定個人情報は、「市が保有している特定個人情報」（保有特定

個人情報）になります。保有特定個人情報は、「実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した

特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が

保有しているもの」をいいます。ただし、この保有特定個人情報は、行政文書（文書、図画、
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フィルム及び電磁的記録）に記録されたものに限られます。したがって、職員の個人的な備忘

的なメモ等に記録されている特定個人情報は、保有特定個人情報に当たりません。 

国や民間事業者等が取り扱う特定個人情報については番号利用法にその内容が定められて

います。ただし、本人の同意があっても、第三者への提供は認められません。 

  ウ 特定個人情報ファイル 【条例第２条第５号】 

    保有特定個人情報を含む情報の集合物であって、電子計算機処理ファイル（保有特定個人情

報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの）とマニュアル処

理ファイル（電子計算機による処理は行わないが、氏名、生年月日その他の記述等により保

有特定個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの）とに区分され、

この特定個人情報ファイルは、一定の条件を満たすものについて、そのファイルにどのような

特定個人情報が記録されているのかを特定個人情報ファイル簿に登録して、一般に公表するも

のとします。 

  エ 実施機関、事業者及び市民の責務 【条例第３条、第４号、第５号】 

    実施機関と事業者、市民には、それぞれに特定個人情報の保護に関する責務規定が設けられ

ています。 

 ⑵ 実施機関が取り扱う特定個人情報の保護 

  ア 特定個人情報の取扱い 

   (ｱ) 収集の制限 【条例第６条】 

     実施機関は、地方税の特別徴収に関する事務など番号利用法第１９条に該当する場合を除

き、特定個人情報は収集しません。 

   (ｲ) 保有の制限 【条例第７条】 

     実施機関は、番号利用法又は条例で定める事務のために必要な場合に限り、利用目的をで

きる限り特定して、保有することができます。 

   (ｳ) 利用目的の明示 【条例第８条】 

     実施機関は、本人から特定個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利

用目的を明示しなければなりません。 

   (ｴ) 適正な維持管理 【条例第９条】 

      実施機関の保有する特定個人情報の管理が適正に行われないことにより個人の権利利益の

侵害や適正な行政執行が阻害される事態が生じないように、実施機関に対して保有特定個人

情報の正確性や最新性を確保させるとともに、不必要になった保有個人情報は速やかに廃棄

又は消去しなければなりません。 

   (ｵ) 利用の制限 【条例第１０条】 

     実施機関は、利用目的の範囲を超えた保有特定個人情報の利用は行いません。 

   (ｶ) 外部提供の制限 【条例第１１条】 

     実施機関は、地方税の特別徴収に関する事務など番号利用法第１９条に該当する場合を除

き、特定個人情報は外部に提供しません。 

   (ｷ) 委託に伴う措置等 【条例第１２条、第１３条】 

     実施機関が特定個人情報の取扱いを伴う事務を、実施機関以外の者に委託をしようとする
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とき又は指定管理者に公の施設を行わせるようにするときは、特定個人情報の適正な管理の

ため、実施機関は必要な措置を講じなければなりません。 

     受託者と指定管理者には、特定個人情報の適切な取扱いを確保するための措置を講じる義

務があり、当該従事者又は従事者であった者は、その事務又は業務に関して知り得た特定個

人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはなりません。 

     また、特定個人情報を取扱いを伴う事務について再委託をする場合は、実施機関の許可を

得なければならず、再委託以降の全ての段階における委託についても、委託者と同等の義務

が課せられます。 

   (ｸ) 職員等の義務 【条例第１４条】 

     実施機関の職員又は職員であった者についても、職務上知り得た特定個人情報を正当な理

由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはなりません。 

   (ｹ) 特定個人情報ファイル簿の作成及び公表 【条例第１５条】 

     実施機関は、当該実施機関が保有している特定個人情報ファイルについて、その名称、利

用目的、記録項目、収集方法などの事項を記載した特定個人情報ファイル簿を作成し、公表

しなければなりません。なお、専ら試験的な電子計算機処理に使う特定個人情報ファイル等

は除かれます。 

 ⑶ 実施機関が取り扱う特定個人情報の開示 

  ア 開示請求等 【条例第１６条、第１７条】 

    どなたでも、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自

己を本人とする保有特定個人情報の開示を請求することができます。ただし、病気、障がいや

遠隔地等により窓口で手続きをすることが困難な場合は、郵送による開示請求ができます。 

  イ 不開示情報 【条例第１８条各号】 

    開示請求のあった保有特定個人情報は、原則として開示されますが、開示することにより、

開示請求者以外の個人又は法人等の正当な利益を害したり、公共の安全、行政事務の適正な遂

行等に支障を及ぼすもの等が含まれた保有個人情報は開示をしないことがあります。この不開

示情報は、次のとおりです。   

   (ｱ) 法令秘に関する情報 【条例第１８条第１号】 

   (ｲ) 開示請求者の生命等に関する情報 【条例第１８条第２号】 

   (ｳ) 開示請求者以外の個人に関する情報 【条例第１８条第３号】 

   (ｴ) 法人等に関する情報 【条例第１８条第４号】 

   (ｵ) 公共の安全等に関する情報 【条例第１８条第５号】 

   (ｶ) 審議、検討又は協議に関する情報 【条例第１８条第６号】 

   (ｷ) 事務事業に関する情報 【条例第１８条第７号】 

   (ｸ) 未成年者等に関する情報 【条例第１８条第８号】 

  ウ 開示請求に対する措置 【条例第２２条、第２３条、第２４条、第２６条】 

    開示、不開示等の決定（以下「開示決定等」という。）は、開示請求があった日から起算して

１５日以内に決定し、通知します。なお、１５日以内に決定できないやむを得ない理由がある

ときは、期間を延長することがあります。また、保有特定個人情報を開示する場合は、やむを
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得ない理由があるときを除き、原則として原本を見ていただきます。 

 ⑷ 実施機関が取り扱う特定個人情報の訂正  

  ア 訂正請求 【条例第２８条、第２９条】 

    どなたでも、既に開示を受けた、自己を本人とする保有特定個人情報の内容が事実でないと

思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有特定個人情報を保有する実施機関

に対し、当該保有特定個人情報の訂正を請求することができます。特定個人情報の開示請求と

同様に、郵送での訂正請求もできます。 

  イ 訂正請求に対する措置 【条例第３１条、第３２条、第３３条】 

    訂正、不訂正等の決定（以下「訂正決定等」という。）は、訂正請求があった日から起算して

３０日以内に決定し、通知します。なお、３０日以内に決定できないやむを得ない理由がある

ときは、期間を延長することがあります。 

⑸ 実施機関が取り扱う特定個人情報の利用停止 

  ア 利用停止請求 【条例第３５条、第３６条】 

    どなたでも、既に開示を受けた、自己を本人とする保有特定個人情報が適正に維持管理等さ

れていないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有特定個人情報を保有

する実施機関に対し、当該保有特定個人情報の利用停止を請求することができます。特定個人

情報の開示請求と同様に、郵送での利用停止請求もできます。 

  イ 利用停止請求に対する措置 【条例第３８条、第３９条、第４０条】 

    利用停止、利用不停止等の決定（以下「利用停止決定等」という。）は、利用停止請求があっ

た日から起算して３０日以内に決定し、通知します。なお、３０日以内に決定できないやむを

得ない理由があるときは、期間を延長することがあります。 

 ⑹ 実施機関が取り扱う特定個人情報の不服申立て 【行政不服審査法、条例第３章第４節各条】 

開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請

求に係る不作為について不服があるときは、実施機関に対して審査請求ができます。開示決定等

を行った実施機関とは異なる部署が審査庁となり、第三者で構成する奈良市個人情報保護審議会

に諮問し、その答申を尊重し、裁決を行うこととなります。 

 ⑺ 奈良市個人情報保護審議会 【条例第４４条】 

実施機関が取り扱う特定個人情報の審査請求があった場合に、審査庁の諮問に応じて調査審議

を行うほか、その他特定個人情報の保護に関する重要事項について、調査審議し、及び建議する

ため、奈良市個人情報保護審議会を設置しています。 

 ⑻ 出資法人の特定個人情報の保護 【条例第４７条】 

市が出資する法人等についても、特定個人情報の保護のために必要な措置を講ずるように努め

なければなりません。 

出資法人の特定個人情報の取扱いに関し、実施機関は出資法人に対し、指導に努めるようにし

ます。 
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３ 特定個人情報保護制度の運用状況（令和 4年 3月 31日現在） 

 

  令和３年度の特定個人情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求はありませんでした。 
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